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研究成果の概要（和文）：今回の研究では、『皇明条法事類纂』の構成と内容を分析し、明代の文書行政の実態
を明らかにするとともに、同書が明代中期から現れる年次別の法令マニュアルをもとに編纂された事実を論証し
た。また、東京大学総合図書館のwebサイトに同書の全文を公開するのにあわせて、『皇明条法事類条名目録』
を作成し、内外の研究者がこの史料を十分に活用できるようはかった。

研究成果の概要（英文）：In this research, we analyzed the composition and contents of Huang Ming 
tiaofa shileizuan [Categorized laws of the august Ming] and clarified the actual situation of the 
document administration of Ming dynasty. Our analysis demonstrated that this book was compiled by 
the annual manuals of laws and regulations which appeared from the middle of Ming dynasty. 
In addition, we made and released the bibliographical list and image data of the whole documents to 
make it possible for researchers to fully utilize this unique documents.

研究分野：中国近世史
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
わが国における元明時代の法制史研究は、
近世の明律研究をはじめ、長い歴史がある
が、近年では明代の刑事司法を軸に従来の
空白を埋める地道な研究も次第に現れ、律
と例の関係のほか、律の五刑に代えて執行
される贖罪（例贖）や裁判機構の制度的側
面に新たな照明があてられつつある。しか
しその反面、かつて内藤乾吉や宮崎市定が
提起した問題、つまり明初の法制にも大き
な影響を与えた元代の法制がいかなる成り
立ちと構造を持ち、またそれが明代に継受
されたのち、どのような展開を遂げたのか
となると、いまだ十分に研究されてきたと
は言いがたい。事実、従来の研究では、明
律の刑制が表面的には唐律の五刑と同じ点
が指摘されるだけで、元制との関係からそ
の実質が問われることはなかった。また明
代前半期の例は元代と同じく先例であり、
あくまで個々の事案にのみ適用される法的
規範に過ぎなかったにもかかわらず、この
問題については、論者の多くが基本法典の
律と副次法典の例（問刑条例）が整う明代
後半期の状況から遡及するかたちで説明し
てきた。このため、元代から明代前半期ま
での 200余年にわたり、例がなぜ正規の法
とはならず先例にとどまり続けたのか、そ
の意味が正面から論じられることもなかっ
た。こうした研究の立ち遅れは、『明実録』
などの根本史料ですら必ずしも十分に精査
されてこなかったことにも原因があるが、
『皇明条法事類纂』のように、明代前半期
の法実務の内情を伝える恰好の史料があり
ながら、少なからぬ誤字・脱字や文書の欠
落をはじめ、内容の難解さ自体のために、
その活用が実質的に阻まれてきた事実を見
逃すわけにはいかない。 
 
２．研究の目的 
  本研究は、上記の問題意識に立って、元明
時代の法制を律と例という法のあり方に即
して考察しようとするものである。具体的に
は、元代から明代前半期にいたる 200年間を
旧中国法が律令法系から律例の関係に移行
する時期と捉え、基本法典をもたなかった元
代と基本法典の律のみがあった明代前半期
とを対比させながら、この間に一貫して法的
規範とされた例の構造と変遷を検討する。と
くに明代には刑事法源を律に一元化すべき
とする原則が厳然として存在していたにも
かかわらず、明初の大誥や榜文・禁令をはじ
め、贖罪条例など、元と比べて格段に数を増
した例（条例）が刑事司法の中核を担った。
また、明は簡素ながらも一定の合理性を備え
ていた元の刑罰体系を再び律的な五刑に作
りかえたが、その一方で、律外の刑罰が早
くから増加の一途をたどり、原則として真
犯死罪を除くすべての犯罪は例に照らして
律の五刑から贖罪（例贖）もしくは充軍に
振り替えられた。明の刑罰制度が元に比べ

て著しく複雑な様相を呈するのはこのため
であり、同じく先例に依拠した司法行政を
行いながら、元と明とでは刑罰の運用にお
いて異なる原理がはたらいていた。こうし
た見地から、本研究の目的を具体的に示せば、
下記のとおりとなる。 
（１）宋代から元代に及ぶ例の変遷を改めて
検証するとともに、なぜ明初を最後に律令法
系は終焉を告げ、律と例の関係に移行せざる
を得なかったのか、金元時代の法と例の関係
を対比させながら明らかにする。 
（２）元では先例中心主義をとるかわり、法
の変動に繋がる例はつねに前例との調整が
図られたほか、実用性の見地から利用頻度の
高い例をあつめた編纂物もたびたびつくら
れた。ところが、律を基本法典と定めながら、
元と同じく先例を優先して用いた明では、皇
帝の代替わりごとにすべての例を廃棄する
方法がとられるのみで、これを積極的に整
理・集成することはなかった。基本的に同じ
例でありながら、なぜ元と明とではかくも
異なるあゆみをたどったかを明らかにする
とともに、明がその中盤にきて、ようやく
先例の整理に着手したとき、それが「問刑
条例」という新たな例の歴史を拓く契機に
なった理由を探る。 
（３）元の先例中心主義は必然的に『元典
章』のような、まったく新しい法的編纂物
を生みだした。これは官府に蓄積された法
律文書のうち準則として利用頻度の高いも
のをあつめてできたもので、明代中期の行
政文書を集成した『皇明条法事類纂』も基
本的には同じ種類の法律書と言える。但し、
本書の場合、『元典章』と同じく、六部分
類にもとづく篇目構成をとっているものの、
基本法典たる明律との併用を前提にしてで
きている点では、元代の法的編纂物と大き
く異なる。本研究では、こうした違いに着
目しながら『皇明条法事類纂』を分析し、
元明時代の法制の連続と非連続の諸相を明
らかにする。 
 
３．研究の方法 
（１）本研究を進める手始めとして、元代
から明代中期に至る時期の法と刑罰をめぐ
る基本問題を洗い出したうえで、主要な先
行研究に即して学説の整理を行い、これま
で明らかにされてきた事実関係を確認した。 
（２）『皇明条法事類纂』の整理・分析を重
点的に進めるにあたり、さきの科学研究費
助成事業（平成 23年度～26年度・基盤研
究（C）「宋元時代の刑事制度とその展開」）
で撮影したデジタル写真画像にもとづき、
会読・検討を重ねるだけでなく、全編の内
容を精査して、今後の研究の起点となる包
括的な目録と従来の影印本に代わる新たな
底本づくりに取り組んだ。 
（３）また、上記の作業に際しては、『中国
珍稀法律典籍集成』乙編（科学出版社、1994
年）に収める点校本『皇明条法事類纂』も



あわせて参照しながら校訂・分析を行い、
その成果を目録に反映させるとともに、テ
キストとしての価値をあわせて検討した。 
（４）関連史料の収集・整理については、
まず「明律」や弘治と万暦の「問刑条例」
などの法律文献のほか、『明実録』に収める
関連記事を中心に進め、『元典章』など、元
代の法制史料にも適宜対象を拡げて比較分
析する方法をとった。 
（５）このため、文献史料の収集・整理に
際しては、富山大学で利用可能なテキスト
にとどまらず、国立公文書館に所蔵する『条
例備考』や東京大学東洋文化研究所に所蔵
する明代の律例に関する各種注釈書を重点
的に調査した。 
（６）また、その他の研究成果についても、
随時とりまとめを行ったが、平成 27 年度と
平成 28 年度の二度にわたって共同シンポジ
ウムを開催し、近世中国の法制や官制に関し
て、研究のいっそうの深化と他の研究者との
研究交流を図った。 
 
 
４．研究成果 
（１）この研究は、元代と明代の法制の連続
性に着目し、この時代の一貫した特徴とも言
うべき「先例中心主義」の内実を問い直すと
同時に、明代後期に至り、こうした法制のあ
り方にある意味で修正を迫る「問刑条例」が
登場してくる歴史的意義を明らかにしよう
とするものであり、『皇明条法事類纂』を中
心とする検証作業を通じて、およそ下記の結
果が得られた。まず仁井田陞氏が夙に指摘し
たとおり、本書は書誌的には些か問題のある
書物でありながら、憲宗の天順 8年（1464）
から孝宗の弘治 7年（1494）に至る時期の条
例（例）をあつめた貴重な史料であり、ごく
僅かな変則を除けば、個々の法文はおおむね
明律の六部分類に従って大別され、さらに律
文の条目に即した分類にしたがい排列され
ている。明代前半期の条例とは、皇帝の判断
にもとづく単行立法のことで、元代の条格や
断例と同じく、広く立法と先例を含む言葉で
あり、条例の体裁も新たな措置を提案する官
僚の上奏に始まり皇帝の裁定で締めくくら
れるのが基本であり、明代の文書行政の過程
を克明に記録したものとなっている。もっと
も、明代の条例（例）は、律を補い、時には
律に優先するかたちで実質的な法の追加・修
正をはかるという点で元代の例（条格・断例）
と大きく異なるものであったが、これらがい
ずれも皇帝の命令にもとづく法規であり、そ
れが先例として絶えず累積していく事情に
変わりはなかった。加えて、元では法の変動
に繋がる例はつねに前例との調整が図られ
たほか、実用性を優先して利用頻度の高い例
をあつめた編纂物がたびたびつくられたが、
明では成祖永楽帝から憲宗成化帝までは、新
帝が即位するたびに既存の条例を一括廃止
して明律を唯一の法源と明言することで、律

と条例の関係を調整していた。しかし、これ
では必要不可欠な条例ですら取り消され、せ
っかく積みあげた法実務の経験がそのつど
白紙に帰してしまう危険は避けられないこ
とから、成化 23 年（1487）の孝宗即位を機
に有用な条例を選別して恒久性を持たせる
方針に転換する。現在『条例全文』に収めら
れる「皇明成化条例」や「皇明弘治条例」は、
そうした政策転換を反映して編纂された法
令集であるが、これらに収められた条例をさ
らに簡便に検出する目的で編まれたのが、唐
宋時代の「条法事類」の顰みに倣って命名さ
れた『皇明条法事類纂』であった。明律の体
系に即して条例を分類・整理する本書の手法
は、明代後半期に登場する「問刑条例」の場
合とまったく同巧であるが、これは孝宗の弘
治年間（1488～1505）を境に律と例をいわば
一体の法規として集成する動きが一般化す
るなかで現れたもので、本書が「問刑条例」
の材料になったとする解釈はあたらない。む
しろ注意すべきは、本書の成書が世宗の嘉靖
6年（1527）またはそれ以後と考えられるだ
けでなく、収載する条例が必ずしも原型をそ
のままとどめているとは限らず、時として編
纂の過程でなにがしかの手が加えられた可
能性を否定できないことであろう。 
（２）現存する『皇明条法事類纂』は、も
ともと線装本 64 冊から成る旧鈔本である
が、ふつう本文 50巻 10冊、不分巻 3冊と
記されることが多い。しかし、これはもと
の線装本を 4・5冊づつ合わせて現在の 13
冊本に合本した際に、題箋に巻数表記のあ
る 50冊のみを本文 50巻と見なしてしまっ
たために生じた齟齬であり、不分巻 3冊に
纏められた線装本 14冊も本文 50巻のいず
れかに含めるべきことが判明した。さらに
旧鈔本には夥しい数の誤字・脱字や錯簡が
見られるが、これには「皇明成化条例」や
「皇明弘治条例」などから関係法文を抄録
した際に生じた過誤が大きく関係している
と判断される。 
（３）本研究の成果は、主として『皇明条法
事類纂条名目録』のかたちでまとめることが
できたが、その内容は『皇明条法事類纂』
のデジタル写真版とあわせて、平成 30 年
（2018）の夏期までには東京大学総合図書
館の web ページで全文を公開されること
になっている。本書は史料の乏しい明代中
期の法と社会を知る恰好の手がかりとなる
ばかりか、元代の法制を考察する上でも欠
かせない貴重な史料であるが、明代独特の
吏牘体で書かれた文書の難解さにとどまら
ず、テキスト自体の不備など、各種の制約
からほとんど活用されてこなかった。それ
だけに、本研究の成果は、旧鈔本の姿を忠
実に伝える新たな底本を提供し、本書の各
種テキストを的確かつ迅速に参照できる条
件を整えられたという点でも、今後の研究
活動のみならず、学界全体を裨益するとこ
ろは少なくないと考えられる。 



（４）近世中国の司法制度と官僚制度をめ
ぐって、共同シンポジウムなどを通じて国
内外の第一線で活躍する研究者との学術交
流を行い、内容の濃い議論をすることがで
きたことも、今後の研究を進めるうえで大
きな収穫だったといえる。 
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